
１．財政投融資を活用している事業の主な内容

２．財政投融資計画額等
（単位：億円）

３．当該事業に関する政策コスト分析の試算値

① 政策コスト （単位：億円） ③ 経年比較分析（対前年度実質増減額の算出） （単位：億円）

② 投入時点別政策コスト内訳 （単位：億円）

④ 発生要因別政策コスト内訳 （単位：億円）

⑤ 感応度分析（前提条件を変化させた場合） （単位：億円）

（注）　各欄は単位未満四捨五入の端数処理により、合計において合致しない場合がある。

※　国の収入（国庫納付等）は、収入がある場合マイナス計上する。　例：△100億円…100億円の国庫納付等を表す。
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5年度財政投融資計画額 4年度末財政投融資残高見込み
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単純増減

41,871

4年度 5年度

　主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本政策金融公庫が指定金融機関に対して以下の信
用の供与を行うもの。指定金融機関は、株式会社日本政策金融公庫からの信用の供与を受け危機対応業務を行い、危機に対処するために必要な資金
供給を行う。財政投融資の対象事業は、以下のうちアの事業である。
　ア　指定金融機関に対する貸付け
　　財政融資資金及び社債（政府保証債）を原資として指定金融機関に貸付けを行う。
　イ　指定金融機関が行う貸付け等に係る損害額の補塡
　　指定金融機関と損害担保契約を締結することにより、指定金融機関が行う貸付け等により発生する損害額の一部の補塡を行う。
　ウ　上記ア又はイの信用の供与を受けて指定金融機関が行う貸付け等に対する利子補給金の給付
　　指定金融機関が行う貸付け等に係る金利を政策的に低減するため指定金融機関に対して利子補給金の給付を行う。

増　減区　　　分

2.国の収入（国庫納付等）　※ -           -           

5,316                    

19,972                  6,005                    

実質増減
（②-①）

△11,949   

3.出資金等の機会費用分 19,953   5,993     △13,961     

経年比較
（調整後）
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1.国の支出（補助金等） 19         12         △13,968   

①分析始期の調整
（分析始期を5年度分
析に合わせた結果）

②前提金利の調整
（4年度の前提金利で

再試算した結果）

-                 

△7             

 (A)5年度政策コスト 【再掲】 6,005

【実質増減額の要因分析】
　○ 政策コストの増加要因
    ・なし

　○ 政策コストの減少要因
    ・3年度におけるコロナ関連の損害担保の引受実績確定に伴う
    補償金支払見込額の減等によるコスト減　（△11,949億円）

（参考）
　・コロナ関連損害担保事業規模：2年度予算126,166億円→3年度予算
　  50,347億円→4年度予算4,321億円→5年度予算 なし
　・コロナ損害担保引受実績：2年度23,642億円、3年度5,932億円

① 分析期首までに投入された
　出資金等の機会費用分

2,484     3,080     +597           

    1～3 合計＝政策コスト (A)　 19,972  6,005   △13,968    

区　　　分 4年度 5年度 増　減

分析期間（年） 20年       20年       -                 

17,265                  

 (A) 政策コスト 【再掲】 19,972   6,005     △13,968     

国の支出（補助金等） 19         12         △7             

② 分析期間中に新たに見込
　まれる政策コスト

17,489   2,924     △14,564     

剰余金等の機会費用分 17,470   2,912     △14,557     　　② 貸倒 -

　　① 繰上償還 -

出資金等の機会費用分 0           0           +0               　　③ その他（利ざや等） 6,005

国の収入
（国庫納付等）　※

-           -           -                 

２．国の収入
（国庫納付等）　※

３．出資金等の
機会費用

 (A) 政策コスト
【再掲】

前提金利＋1％
ケース

増減額 １．国の支出
（補助金等）

 (A) 政策コスト
【再掲】

補償金・補償損失引
当金＋1％ケース

増減額 １．国の支出
（補助金等）

２．国の収入
（国庫納付等）　※

３．出資金等の
機会費用

6,005                    6,036                    +32                          -                               -                          +32                       



４．分析における試算の概要及び将来の事業見通し等の考え方

５．補助金等が投入される理由、仕組み、国庫納付根拠法令等

６．特記事項など

（参考）当該事業の成果、社会・経済的便益など　

・　全ての事業（貸付け、損害担保及び利子補給）を試算の対象としている。
・　５年度の指定金融機関に対する貸付予定額1,990億円を貸付実行した場合及び損害担保事業について事業規模992億円　（損失
　の補塡）に基づき業務を実行した場合について試算している。
・　分析期間は、５年度事業計画に基づく財政融資資金の償還が完了するまでの20年間としている。
・　事務費は、６年度以降、想定される損害担保の補償引受残高に応じて逓減する方式で算出して計上している。
・　損害担保事業における損害補填額の見込み方については、金融危機発生時の実績等を基に算出している。
・　現時点において繰上償還を見込むことが困難であるため、今次試算においては繰上償還及び繰上償還に伴う補償金収入は見込
　んでいない。

（理由）
　政策金融改革において、株式会社日本政策金融公庫の承継業務では対応できない危機に関する資金供給について、指定金融機関
に対し、危機対応業務に必要な資金に係る信用の供与が必要とされており、本業務の実施に必要な経費として出資金及び補助金等を受
け入れている。

（根拠法令等）
　・補助金及び補給金については、根拠法令はない（予算措置）。

　・出資金については、株式会社日本政策金融公庫法において定められている（株式会社日本政策金融公庫法第４条）。

　　　第４条　政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。
　　　２　公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法（平成17年法律第86号）第445条第２項の規定にかかわ
　　　　らず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第１項中
　　　　「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）」とする。
　　　３　公庫は、第１項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第41条に定める
　　　　経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

　・国庫納付については、株式会社日本政策金融公庫法において定められている（株式会社日本政策金融公庫法第47条）。

　　　第47条　公庫は、第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金
　　　　の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで
　　　　積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
　　　２　（略）

特になし

① 実績
令和３年度実績
・　指定金融機関に対する貸付け 　2,912億円
・　指定金融機関が行う貸付け等に係る損害担保引受    5,932億円
・　指定金融機関が行う貸付け等に対する利子補給金の給付 182億円

平成20年度～令和３年度累計
・　指定金融機関に対する貸付け    128,769億円
・　指定金融機関が行う貸付け等に係る損害担保引受    145,779億円
・　指定金融機関が行う貸付け等に対する利子補給金の給付   938億円

②　危機対応円滑化業務は、指定金融機関が、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による
　被害に対処するために必要な金融を迅速かつ円滑に行うことを可能とするため、指定金融機関に対し信用の供与を行うもの。

③　政策金融改革により政策金融として対応できなくなった危機に関し、危機対応円滑化業務を通じて、商工組合中央金庫、
  日本政策投資銀行等の政策金融機関が行ってきた危機対応と同水準の条件及び範囲の危機対応が確保されることにより、
　危機発生時に必要な資金が円滑に供給される。



【政策コストの推移】

（単位：億円）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

6,941 7,047 6,933 6,999 6,883 3,167 2,142 34,864 19,972 6,005

33 31 28 28 6 6 6 17 19 12

- - - - - - - - - -

6,908 7,016 6,905 6,971 6,877 3,161 2,136 34,847 19,953 5,993出資金等の機会費用

政策コスト分析結果の概要

年度

政策コスト（総額）

国の支出（補助金等）

国の収入（国庫納付等）

【政策コストの推移の解説】

・平成24年度以降は、東日本大震災対応及び経済環境変化対応のため、当初予算及び補正予算により損害担保事

業及び利子補給事業の事業規模の増大に必要となる出資金の受入れをしたこと等から、政策コストが増加し、30年度

までは高止まりで推移。

・令和元年度以降は、損害担保事業の事業規模及び補償引受残高の減少により、補償金支払見込額が減少したこと

等から、政策コストが減少傾向にあったが、2年度補正及び3年度予算におけるコロナ関連の損害担保の事業規模増

加による補償金支払見込額等の増加、当該補償金支払等のための財政措置により政策コストが大幅に増加した。

・令和4年度以降は、2年度及び３年度実績が予算額を下回ったこと等により、政策コストが減少した。

【政策コスト分析結果（令和5年度）に対する財投機関の自己評価】

・危機対応円滑化業務における政策コストの大半は、損害担保事業に係る補償金の支払及び利子補給事業に係る利

子補給金の給付に伴う欠損金並びにこれらの事業の実施のために受け入れた出資金の機会費用であり、いずれも業

務の実施に必要不可欠なコストである。

・感応度分析については、前提条件を前提金利＋1％、及び補償金・補償損失引当金＋1％とすることによる影響は限

定的である。
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（単位：億円）

≪（株）日本政策金融公庫（危機対応円滑化業務）≫
出資金等の機会費用

国の収入（国庫納付等）

国の支出（補助金等）

政策コスト（総額）

（注） 各年度の政策コストについて、推計に適用される金利等の前提条件は異なる。



　（参考）貸借対照表、損益計算書

貸借対照表
科目 ３年度末実績 ４年度末見込 ５年度末計画 科目 ３年度末実績 ４年度末見込 ５年度末計画

（資産の部） （負債及び純資産の部）

現金預け金 1,198,479 1,118,000 1,024,527 借用金 4,209,978 4,187,129 3,740,187

貸出金 4,359,978 4,367,129 4,020,187 社債 150,145 180,072 280,015

その他資産 174 295 329 その他負債 14,465 21,622 18,670

有形固定資産 3 3 8 賞与引当金 6 7 7

無形固定資産 93 68 65 役員賞与引当金 0 0 0

前払年金費用 17 17 17 退職給付引当金 84 95 106

役員退職慰労引当金 0 0 0

補償損失引当金 25,950 63,013 56,524

（負債合計） 4,400,631 4,451,940 4,095,512

資本金 1,446,028 1,446,038 1,446,048

利益剰余金 △ 287,914 △ 412,463 △ 496,425

株主資本合計 1,158,113 1,033,574 949,622

（純資産合計） 1,158,113 1,033,574 949,622

資産合計 5,558,745 5,485,514 5,045,134 負債・純資産合計 5,558,745 5,485,514 5,045,134

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

損益計算書
科目 ３年度実績 ４年度見込 ５年度計画

経常収益 12,749 10,254 15,505

　資金運用収益 5,767 5,609 11,603

　役務取引等収益 3,371 2,419 3,690  

　政府補給金収入 164 210 211

　その他経常収益 3,446 2,015 -         

経常費用 35,471 134,803 99,467

　資金調達費用 5,628 5,515 11,433

　役務取引等費用 -         39,004 1,804

　その他業務費用 19,910 26,074 28,520

　営業経費 198 274 271

　その他経常費用 9,734 63,935 57,437

経常損失 22,721 124,548 83,961

当期純損失 22,721 124,548 83,961

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。  

(単位：百万円)

(単位：百万円)


